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プライム市場の上場基準
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n 多くの機関投資家の投資対象となるのにふさわしい時価総額（流動性）
n より⾼いガバナンス⽔準の具備と投資家との建設的な対話の実践
n 持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上への積極的な取組み

コンセプト

（※）市場コンセプトを反映したこれらの基準のほか、株式の譲渡制限、証券代⾏機関の選定などの共通の基準を設ける

上場基準の概要
項⽬ 考え⽅・狙い 概要（※）

流動性
Ø 多様な機関投資家が安⼼して投資
対象とすることができる潤沢な流
動性の基礎を備えた銘柄を選定す
る。

ガバナンス

Ø 上場会社と機関投資家との間の建
設的な対話の実効性を担保する基
盤のある銘柄を選定する。

※ガバナンス・コード（⼀段⾼い⽔準
の内容を含む）全原則の適⽤

Ø投資家との建設的な対話の促進の観点から、いわゆる安定株主が株主総会における特別決
議可決のために必要な⽔準（３分の２）を占めることのない公開性を求める

経営成績

財政状態
Ø 安定的かつ優れた収益基盤・財政
状態を有する銘柄を選定する。

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
株主数 ８００⼈以上 ８００⼈以上

流通株式数 ２０，０００単位以上 ２０，０００単位以上
流通株式時価総額 １００億円以上 １００億円以上

売買代⾦ 時価総額２５０億円以上 平均売買代⾦０．２億円以上

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
流通株式⽐率 ３５％以上 ３５％以上

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準

収益基盤

最近２年間の利益合計が
２５億円以上

ー
売上⾼１００億円以上かつ

時価総額１，０００億円以上
財政状態 純資産額５０億円以上 純資産額が正であること
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スタンダード市場の上場基準

n 公開された市場の上場会社にふさわしい時価総額（流動性）
n 上場会社に期待される基本的なガバナンス⽔準の具備
n 持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上への積極的な取組み

コンセプト

（※）市場コンセプトを反映したこれらの基準のほか、株式の譲渡制限、証券代⾏機関の選定などの共通の基準を設ける

上場基準の概要
項⽬ 考え⽅・狙い 概要（※）

流動性
Ø ⼀般投資者が円滑に売買を⾏うこ
とができる適切な流動性の基礎を
備えた銘柄を選定する。

ガバナンス

Ø 持続的な成⻑と中⻑期的な企業価
値向上の実現のための基本的なガ
バナンス⽔準にある銘柄を選定す
る。

※ ガバナンス・コード全原則の適⽤

Ø 上場会社として最低限の公開性を求める（海外主要取引所と同程度の基準を採⽤）

経営成績

財政状態
Ø 安定的な収益基盤・財政状態を有
する銘柄を選定する。

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
流通株式⽐率 ２５％以上 ２５％以上

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
収益基盤 最近１年間の利益が１億円以上 ー
財政状態 純資産額が正であること 純資産額が正であること

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
株主数 ４００⼈以上 ４００⼈以上

流通株式数 ２，０００単位以上 ２，０００単位以上
流通株式時価総額 １０億円以上 １０億円以上

売買⾼ ー ⽉平均１０単位以上
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グロース市場の上場基準

n ⾼い成⻑可能性を実現するための事業計画の策定及びその進捗の適時・適切な開⽰
n 事業実績の観点から相対的にリスクが⾼い会社に対する資⾦供給
n 相対的に⼩規模の上場会社を念頭においた最低限の流動性（時価総額）の基礎

コンセプト

上場基準の概要
項⽬ 考え⽅・狙い 概要（※１）

事業計画
Ø ⾼い成⻑可能性を実現する
ための事業計画を有し、投
資者の適切な投資判断が可
能な銘柄を選定する。

Ø 次の要件のいずれにも該当していること
• 事業計画が合理的に策定されていること
• ⾼い成⻑可能性を有しているとの判断根拠に関する主幹事証券会社の⾒解が提出されていること
• 事業計画及び成⻑可能性に関する事項（ビジネスモデル、市場規模、競争⼒の源泉、事業上のリ
スク等）が適切に開⽰され、上場後も継続的に進捗状況が開⽰される⾒込みがあること

Ø ⾼い成⻑可能性の健全な発揮を求める観点から、以下の基準を設ける

流動性
Ø ⼀般投資者の投資対象とな
りうる最低限の流動性の基
礎を備えた銘柄を選定する。

ガバナンス

Ø 事業規模、成⻑段階を踏ま
えた適切なガバナンス⽔準
にある銘柄を選定する。

※ ガバナンス・コード基本
原則のみの適⽤

Ø 上場会社として最低限の公開性を求める（海外主要取引所と同程度の基準を採⽤）（※２）

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
時価総額 － 上場１０年経過後４０億円以上

項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
流通株式⽐率 ２５％以上 ２５％以上

（※１）市場コンセプトを反映したこれらの基準のほか、株式の譲渡制限、証券代⾏機関の選定などの共通の基準を設ける
（※２）ベンチャー企業による議決権種類株式を利⽤した新規上場については現⾏制度どおり
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項⽬ 新規上場基準 上場維持基準
株主数 １５０⼈以上 １５０⼈以上

流通株式数 １，０００単位以上 １，０００単位以上
流通株式時価総額 ５億円以上 ５億円以上

売買⾼ ー ⽉平均１０単位以上


